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論　文　の　内　容　の　要　旨

（目的）

　本論文の目的は，リスク管理の観点から，将来医療職に携わろうとする看護学生が日常生活場面と看護実

習場面において行うエラー要因を明らかにし，さらにそれらを低減する訓練を行い，その効果について検討

することである。

（対象と方法）

　本研究における対象者は看護系短大および看護専門学校生である。論文構成は 8 章からなり，第 � 章にお

いて問題点に関する先行研究のレビューと論点の整理・明確化を行い，第 2 章において本研究の目的が述べ

られている。さらに第 3 章と第 4 章では 3 つの質問紙調査研究によるエラー認知の検討を行い，第 5 章から

第 7 章では 4 つの実験的研究によってエラー行動とエラー知覚の問題が検討され，第 8 章で全体考察が行わ

れている。

（結果と考察）

　研究 �・2・3 では，看護学生の「認知的エラー」尺度とこれに影響を与える「リスク特性」尺度を作成し，

認知的エラーの関連要因を検討した。検討の結果，「あせりやすさ」，「疲れやすさ」，「根気のなさ」，そして

「認知的熟慮性」が認知的エラーの影響要因であることが明らかになった。研究 4・5 では，認知的エラーに

最も影響度の大きい「あせりやすさ」を制御する訓練（スケジュール管理）を計画し，職業経験も要因に加

えて，その効果について実験的検討を行った。その結果，職業経験のない看護学生において，スケジュール

管理が有効であることが示された。研究 6 では，時間圧力状況下における与薬エラーの要因について検討し

た。その結果，時間圧力が加わると，正確なエラー知覚が阻害され，学生は自己のエラーを「過小評価」す

ることが示された。研究 7 では模擬演習中にエラー行動を誘発させ，気づきを促進する訓練（エラーを内包

した演習と失敗経験を振り返るセッション）を計画し，その効果を実験的に検討した。実験の結果，振り返

り体験により自己効力感が上昇し，訓練の効果が認められた。
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　全体を通して，看護学生の認知的エラーを低減するためには，「スケジュール管理」が有効であることが

明らかになった。また，看護学生の与薬エラーを低減するためには，時間圧力を排除する環境の整備やエラー

を内包する演習と振り返りのセッションを組み合わせた演習が効果的であることが明らかになった。

審　査　の　結　果　の　要　旨

　本研究の価値は，第一にリスク管理の観点から質問紙調査法と実験的方法を駆使しながら将来医療現場に

立つ看護学生の犯しやすいエラー行動について詳細に検討を重ね，一定の知見と方向性を明らかにした点に

ある。具体的には，認知的エラーの発生には「あせりやすさ」がもっとも影響を及ぼしていること，「時間圧力」

を加えられた状況ではエラーを「過小評価」することが示された。このことから看護学生においては「あせ

り」に適切に対処する看護訓練や環境整備が重要であることが示唆された。本研究の結果は，看護学生のエ

ラー要因の分析とエラー管理訓練の開発といった点で非常に興味深い成果が得られたものと評価できる。こ

れらの知見は実験的段階ではあるものの，その示唆するところの応用的価値は極めて高いものがあり，今後

の実践的研究の発展が大いに期待される。

　しかしながら，幾つかの点で今後さらに検討を深める部分も認められた。第一に，本論文で効果が認めら

れたエラー管理訓練は，看護学生のヒューマンエラーに対する自己理解を深め，エラーに対する感受性を高

めたと考えられるが，それが長期的効果を有するものであるのかについては，今後縦断的アプローチによっ

て検討する必要がある。それに関連して，エラー課題を埋め込んだ模擬看護実習を適切に反映させる教育プ

ログラムの開発によって看護学生のエラー対処スキル向上がどの程度可能であるか，そのために必要な要因

を明らかにすること，効果測定のための尺度をさらに洗練することなどがあるが，全体として本論文を博士

論文として十分な内容と水準を有するものと評価できる。

　よって，著者は博士（ヒューマン・ケア科学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。




